
【景観計画区域・景観計画重点地区】
計画区域：米沢市全域
重点地区：松が岬公園周辺地区、米沢駅周辺地区、上杉家廟所周辺地区、

小野川地区

【めざすべき方向性】
共にはぐくむ緑と歴史文化の薫るまちなみづくり

【景観形成の目標】
歴史・文化の景観資源活用と美しい自然景観の保全・育成
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●米沢市景観計画における無電柱化に関する記載（抜粋）●米沢市景観計画の概要

米沢市景観計画

ソフト事例

自治体：山形県米沢市

●リンク
https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/soshiki/6/1025/4/329.html

【景観要素別景観形成方針】
   （３）まちの景

イ商業地では賑わいのある景観、業務地では活気のある景観の形成
を推進。

（イ）まちのデザイン化とゆとりある景観形成の推進
・電線類の地中化、迂回化、電柱の美装化

【地域別の景観形成方針・行為の制限】
①自然景観保全地域
・景観形成基準《建設等》
鉄塔、電柱、電波塔類は、周辺の景観への影響を極力抑えるよう
配慮すること。

②景観形成重点地区
（イ）道路空間の整備の推進
・電線類の地中化、迂回化、電柱の美装化の検討

■景観形成重点地区（上杉家廟所地区）のイメージ図

https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/soshiki/6/1025/4/329.html

